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税務⾏政につきまして、⽇頃からご協⼒いただきありがとうございます。 
「会社事業概況書」の記載要領について、特に留意すべき事項をまとめましたので、「会社事業概

況書」を作成される際に、ご活用ください。 
※ 法人が法人税確定申告書等を提出する場合は、「法人の事業等の概況に関する書類」を添付しなければならないこと

とされています（法人税法施⾏規則第 35 条第５号、第 61 条の５第１号ト及び第２号ト） 
 

 

 
調査課所管法人用の「会社事業概況書」をご提出ください。 
「会社事業概況書」は、最新の様式をご使用ください。 
※ 「会社事業概況書」は、国税庁ホームページに掲載しております 

（裏⾯をご参照ください。）。 
 
 
 
 
 

  

 

   

「申告書確認表の活用の有無」及び「大規模法人における税務上の要注意項目確認表の活用の
有無」欄を記載してください。 
 

 

 

 

 
 

【参考】 
「確認表」とは、ご提出いただいた申告書のチェックや税務調査の結果から、誤りが生じやすいと認められる事項を

表形式に取りまとめたもので、以下の 2 種類があります。 
・ 提出直前の申告書の自主点検にご活用いただくための「申告書確認表」 
・ 税務上の観点から申告書作成前の決算調整事項や申告調整事項の把握漏れ等の自主監査にご活用いただくための 

「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」 
なお、「確認表」は国税庁ホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてご活用ください。    

【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

会社事業概況書の記載に係る留意事項について 

調査課所管法人の皆様へ 

「会社事業概況書」の様式について 

「会社事業概況書（1.総括表）」の記載について 

「 法 人 事 業 概 況 説 明 書 」 は
税 務 署 所 管 法 人 用 で す 。  

「確認表」の項目の一部をご活用され
ている場合のほか、「確認表」の項目の全
部又は一部を自社で作成したチェックシ
ート等に盛り込むなど、間接的にご活用
されている場合は、それぞれの欄に「２」
と記載してください。 ⑩　申告書確認表等の活用状況　(自社で作成しているチェックシートに盛り込む等、間接的に活用する場合を含みます。）

申告書確認表※の活用の有無
（１ 有、2 一部有、3 無）

大規模法人における税務上の要注意項目
確認表※の活用の有無（１ 有、2 一部有、3 無）

※「申告書確認表」及び「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」は、国税庁ホームページ（ホーム/利用者別に調べる/法人の方/大規模

法人向けの情報を調べる/「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報（調査課所管法人の皆様へ））に掲載しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm


 

 

 
直接・間接及び国内・国外を問わず、出資割合等が 50％超の子会社等について記載して 

ください。 
「資本⾦又は出資⾦の額」欄の記載単位にご注意ください。 
「株式等の保有割合」の「間接」欄は、連鎖方式で算出した出資割合を記載してください。  

  

 

 

 

 

 

 
  「②貿易取引等」欄及び「③貿易外取引」欄の記載漏れ並びに記載単位にご注意ください。 
 

 

 

 

 

 
 

 
「会社事業概況書」の(1.総括表)〜(4.海外取引等の概要)については、全ての法人において提出

してください（完全支配関係がある他の法人を有する場合は、出資関係図の提出も必要です。）。 
なお、次の法人に該当する場合は(1.総括表)〜(4.海外取引等の概要)の様式に加えて、それぞれ

次の様式も提出してください。 
・法人税法第２条第４号に規定する外国法人の場合、｢5.外国法人｣ 
・法人税法第２条第 12 号の７に規定する通算子法人の場合、「6.通算子法人」 
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「会社事業概況書」は、国税庁ホームページに掲載しておりますので、ダウンロード、また
はプリントアウトしてご使用いただけます。 
【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm 

   

「会社事業概況書（2.子会社等の状況）」の記載について 

「会社事業概況書（4.海外取引等の概要）」の記載について 

「会社事業概況書」の掲載場所について 

子会社等が内国子会社の場合には、資本
⾦額（百万円単位）で記載、また、外国子会
社の場合は、現地通貨略号と資本⾦額（千
現地通貨単位）で記載してください。詳し
い記載方法は、「会社事業概況書の記載要領 
3【2.子会社等の状況】」をご参照ください。 

 

国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp)のトップペー
ジから、「税の情報・手続・用紙」にポインターを合わせ、≪申
告手続・用紙／申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式）
／確定申告等情報／法人税／法人税及び地方法人税の申告（法
人税申告書別表等）≫の順にアクセスし、「（19）会社事業概況
書（調査課所管法人用）」からダウンロードできます。 
※ 国税庁ホームページ「サイト内検索」で“会社事業概況書”と⼊⼒し、

その検索結果からアクセスしてダウンロードすることもできます。 

 

その他の事項について 

国 税 庁
法人番号 7000012050002

②　貿易取引等

主な取引先 国名取引金額（百万円） 主な取扱品目等
項目

取引形態

国外において購⼊した資産を国内に搬⼊
することなく他へ譲渡するいわゆる三国間
貿易に係る取引⾦額は、「その他」欄に記載し
てください。各欄の記載方法は、「会社事業概
況書の記載要領 5【4.海外取引等の概要】」を
ご参照ください。 
 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
https://www.nta.go.jp

